
- 1 -

社会福祉審議会資料
平成３１年１月３１日
地 域 福 祉 推 進 室

第４次秋田市地域福祉計画（案）に対する主な意見と市の考え方・対応

１ 第３回秋田市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 H30.11.20

項目 意見内容 基本的な考え方・対応

第４章「計画 《市民・地域に期待される 意見を踏まえ修正した。

の取組」 役割》で、民生児童委員協議

55頁 会の記載を追加してほしい。

第４章「計画 《市の取組》一覧で、新規 意見を踏まえ修正した。

の取組」 取組がわかるようにしてほし

56-57頁 い。

第４章「計画 《参考となる取組事例》 意見を踏まえ修正した。

の取組」 で、「福祉サービス第三者評

施策５ 価事業」について、どのよう

86頁 に取り組んでいるか中身を記

載してほしい。

第４章「計画 4-7-5「消費者啓発」の欄内 意見を踏まえ修正した。

の取組」 の「ＳＮＳ」について、わか

施策７ りやすい記載にしてはどう

92頁 か。

第４章「計画 4-7-12「住宅環境の整備」 意見を踏まえ修正した。

の取組」 について、空き家に関する記

施策７ 載を追加してはどうか。

93頁

第４章「計画 4-7-14「既存公共施設等の 意見を踏まえ修正した。

の取組」 バリアフリー化の促進」につ

施策７ いて、ユニバーサルデザイン

94頁 に関する記載を追加してはど

うか。

第４章「計画 《目標指標等》について、 意見を踏まえ修正した。

の取組」 《施策○のための指標》と記

載してはどうか。

資料１
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２ 秋田市地域福祉計画等推進庁内連絡会 H30.11.26

項目 意見内容 基本的な考え方・対応

第５章「重点 重点事業２について、名称 現行の第３次計画の重点事業を

事業」 を分かりやすいものにしたほ 継承する内容であることから、名

105頁など うがよい。 称についても現行計画と同じ「災

害に備えた支え合いの地域づく

り」とした。

３ 市議会厚生委員会 H30.12.13

項目 意見内容 基本的な考え方・対応

第３章「計画 「公・共・私」の並び順に 市が策定する計画のため、「公

の基本的な考 ついて、市民協働など市民が ・共・私」という表現が一般的と

え方」 主体的な役割を担うことが重 考えるが、表記の仕方について、

１(3) 要との考え方によれば、逆の 策定機関である社会福祉審議会の

43頁 並び順にするべきではない 地域福祉専門分科会に諮って検討

か。 する。

第３章「計画 「公・共・私」の並び順は 同上

の基本的な考 このままがよい。まずは、行

え方」 政が役割を果たさなければな

１(3) らない。

43頁

４ パブリックコメント（意見公募） H30.12.11～H31.1.10

項目 意見内容 基本的な考え方・対応

計画全体 計画書が厚すぎて内容を理 地域福祉計画は、社会福祉法の

解するのが難しい。資料を簡 規定に基づいて作成しており、分

素化してはどうか。 かりやすい内容となるよう努めた

が、記載すべき事項を盛り込んだ

結果、このような分量となってい

るものである。なお、計画策定

後、要旨をまとめた概要版を作成

する予定である。

資料１
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５ 地域福祉推進関係者向け説明会 H30.12.20・21・25

項目 意見内容 基本的な考え方・対応

計画全体 昨今、国から外国人労働者 第５次計画以降の策定時の参考

受け入れ拡大の方針が示され とする。

ているが、外国労働者が地域

の住民として定着した場合、

言葉の問題や犯罪率の増加、

いわゆる２世・３世の問題な

どが発生するおそれがある。

そのため、今回の地域福祉

計画に盛り込むのが難しいと

しても、次期計画策定時に福

祉課題の一つとして検討する

など、対応が必要であるもの

と考える。

第３章「計画 「自助・共助・公助」とい 市が策定する計画のため、「公

の基本的な考 う並び順について、自助が先 ・共・私」という表現が一般的だ

え方」 頭に来るという認識だった が、記述の方法について、策定機

１(3) が、「公・共・私」と表現さ 関である社会福祉審議会の地域福

43頁 れている。何か意図があるの 祉専門分科会に諮って検討する。

か。

第３章「計画 計画からは、町内会の姿が 第３章で地縁団体として共助の

の基本的な考 イメージできない。市は町内 役割を担うものと位置づけ、第４

え方」 会の位置づけや役割につい 章では、施策ごとに《市民・地域

１(3)イ て、どのように考えている に期待される役割》の項目の中で

44頁 か。 記載しいる。

また、市職員は、地域の活 地域の課題を地域で解決するた

第４章「計画 動を立ち上げる際に、もっと め、地域ごとに市民サービスセン

の取組」 現場で関わってほしい。 ターを整備し、地域住民と職員の

55頁 顔の見える関係の構築に努めてい

る。

第４章「計画 小・中学校の教育カリキュ 1-1-1「福祉教育の推進」は重

の取組」 ラムに、福祉の意義などにつ 要な福祉課題の一つとして、第４

施策１ いて教えることなどを盛り込 章の「市の取組」にも掲載してい

58頁 むように働きかけてはどう る。今後も市教育委員会等と連携

か。 を図り、取組の推進に努めてい

く。
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６ 秋田市社会福祉協議会 H30.12.17

項目 意見内容 基本的な考え方・対応

第４章「計画 ボランティア活動の充実強 意見を踏まえ、1-2-3「福祉ボ

の取組」 化や災害時に備えた担い手の ランティア活動の推進」の欄を修

施策２ 拡充を図るため、ボランティ 正したほか、《市民・地域に期待

62・65頁 アセンター機能の強化につい される役割》の該当分も修正し

て地域福祉計画に位置づけて た。

ほしい。

第４章「計画 介護支援ボランティアにつ 当該事業については、《市の取

の取組」 いて、活動が増加しており地 組》1-2-8「介護支援ボランティ

施策２ 域福祉の担い手として重要な アの推進」のほか《市民・地域に

64・65頁 役割を果たすと考えられるこ 期待される役割》に記載してお

とから、制度の充実強化と体 り、制度の充実強化と体制整備に

制整備について地域福祉計画 ついては、状況に応じて適宜個別

に位置づけてほしい。 に対応するため、計画の追記・修

正は行わない。

第４章「計画 社会福祉法第106条の３およ 意見を踏まえ、《市民・地域に

の取組」 び厚生労働省の指針を踏ま 期待される役割》に追記した。

施策５ え、秋田市社会福祉協議会にC

85頁 SW（コミュニティソーシャル

ワーカー）の配置を検討して

いることから、この取組を地

域福祉計画に位置づけてほし

い。

第４章「計画 秋田市社会福祉協議会で 意見を踏まえ、《市の取組》3-

の取組」 は、法人後見制度の導入を検 6-3「成年後見制度の普及啓発」

施策６ 討していることから、制度の を修正したほか《市民・地域に期

88・90頁 必要性について地域福祉計画 待される役割》の当該記載内容を

に位置づけてほしい。 施策５から施策６へ移動した。


